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Ⅳ 非常災害時等の対応について 

 

Ⅳ-１ 警報発表時等の対応 

 

（１）警報発表時の対応 

※1 警報とは、「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰予報」をいいます。 

※2 避難情報とは、当該所在地に「緊急安全確保」、「避難指示」、「高齢者等避難」が発表された場合をいいます。 

なお、警報や避難情報等については、横浜市防災情報ポータルで確認することができます。 

〇 横浜市 防災情報ポータル URL： https://bousai.city.yokohama.lg.jp/ 

>本市トップページ>暮らし・総合>防災・救急・防犯>防災・災害>防災・災害情報>防災情報>•防災情報ポータル

(避難指示・避難勧告の状況及び避難所の開設状況)（外部サイト） 

＊ 利用児童が全員帰宅した場合、クラブをその時点で閉所することがあります。その場合、システムで閉所をお

知らせします。 

 

 

 

 
警報発表時の放課後キッズクラブの対応【浸水対象外】 

学校が

ある日 

登校前 

午前６時の段階で、横浜市内に警報が発表された場合、学校は児童の安全確保のため、

全市一斉に「臨時休校」となります。（※1） 

放課後キッズクラブも、児童の安全のため閉所となります。 

※「特別警報」または「避難情報」が発表された場合も同様に閉所となります。（※2） 

登校後 

児童登校後、横浜市内に警報（※1）が発表された場合、児童の安全対策を最優先と

したうえで放課後キッズクラブを開所し、すくすく【区分２Ａ・Ｂ】及びわくわく【区

分１】のスポット利用のお子さんのみ受入れを行います。スポット利用以外のわくわく

区分のお子さんは、基本的には学校での対応となります。 

なお、警報発表中は、児童の帰宅時間に関わらず、必ず保護者又は保護者から指定さ

れた方のお迎えが必要です。（＊） 

※「特別警報」または「避難情報」が発表された場合も同様に閉所となります。（※2） 

放課後 

 放課後キッズクラブの開所時間中に、横浜市内に警報（※1）が発表された場合、警

報発表中は児童の帰宅時間に関わらず、利用しているすべての児童の保護者又は保護

者から指定された方のお迎えが必要です。児童はお迎えが来るまで放課後キッズクラブ

で待機します。（＊） 

交通機関が不通となる場合もありますので、できるだけ早いお迎えをお願いします。 

※「特別警報」または「避難情報」が発表された場合は、その時点で閉所となり、帰

宅の安全が確保されるまで、児童は利用区分にかかわらず、学校内（放課後キッズク

ラブ内を含む）で留め置きとなります。 

学校が 

ない日 

キッズ 

開所前 

午前６時の段階で、横浜市内に警報（※1）が発表された場合、放課後キッズクラブ

は、閉所となります。 

※「特別警報」または「避難情報」が発表された場合も同様に閉所となります。（※2） 

キッズ 

開所後 

放課後キッズクラブの開所時間中に横浜市内に警報（※1）が発表された場合、警報発

表中は、児童の帰宅時間に関わらず、利用しているすべての児童の保護者又は保護者か

ら指定された方のお迎えが必要です。児童はお迎えが来るまで放課後キッズクラブで待

機します。（＊） 

交通機関が不通となる場合もありますので、できるだけ早いお迎えをお願いします。 

※「特別警報」または「避難情報」が発表された場合も、同様となります。 

警報発表時等で通常と開所時間が異なる場合は、職員がキッズクラブに到着してから利用可能になります。シ

ステムで開所される時間を連絡しますので、指定の時間以降のご利用をお願いします。 

 


